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（仮称）朝霞市福祉等複合施設建設工事設計業務委託に関する 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 

１ 目的 

  （仮称）朝霞市福祉等複合施設建設工事設計業務委託に関する公募型プロポーザル（以

下「本公募型プロポーザル」という。）は、（仮称）朝霞市福祉等複合施設建設工事設計業務

を委託するに当たり、令和６年１月に策定した「（仮称）朝霞市福祉等複合施設基本計画」

（以下「基本計画」という。）を踏まえるとともに、本市のまちづくりの考え方や地域特性

及び周辺環境との調和等を十分に理解し、創造性、柔軟に対応できる高い技術力や設計能

力及び豊富な経験等を有する設計者を特定することを目的として実施するものとする。 

 

２ 業務・契約の概要 

（１）業務名称  ①（仮称）朝霞市福祉等複合施設建設工事基本設計業務委託 

         ②（仮称）朝霞市福祉等複合施設建設工事実施設計業務委託 

         ※契約は、①基本設計業務と②実施設計業務でそれぞれ随意契約とする。 

（２）業務内容  （仮称）朝霞市福祉等複合施設建設に係る工事設計業務のほか、詳細に

ついては（仮称）朝霞市福祉等複合施設建設工事設計業務委託特記仕様

書（以下「特記仕様書」という。）による。 

（３）履行期間  契約締結の日から令和８年３月１３日（金）まで 

①基本設計 

契約締結の日から令和７年３月１４日（金）まで（約１０ヵ月） 

         ②実施設計 

令和７年４月１日（火）から令和８年３月１３日（金）まで 

（４）契約限度額  ２か年総額 ６８，１５５，４５０円以内（消費税及び地方消費税含む） 

（参考）令和６年度支払上限額 基本設計業務委託 ２４，８０７千円 

             令和７年度支払上限額 実施設計業務委託 ４７，８７６千円 

（５）契約方法  本公募型プロポーザルによる最優秀提案者と地方自治法第１６７条の２

第１項第２号に基づく随意契約を、基本設計（令和６年度）及び実施設

計（令和７年度）に分けて締結する。なお、契約金額については、「１１ 

技術提案書等の提出及び評価基準（二次審査）」に示す提出書類「エ 業

務参考見積書」で提示された金額とする。 

（６）発 注 者  朝霞市長 富岡 勝則 

（７）支 払 い  各契約の業務完成検査後に支払うものとする。 
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３ 事業計画の概要 

（１）概   要  基本計画のとおり 

（２）建設予定地  埼玉県朝霞市西弁財１丁目１６番地５、６ 

（３）敷 地 面 積  約１，１５０㎡ 

（４）建物規模    

ア 建築面積  最大約８００㎡ 

  イ 延床面積  最大約２,３００㎡ 

  ウ 階  数  ４階程度 

（５）敷地条件等  特記仕様書のとおり 

 

４ 選定方針 

（１）審査方式 

   最優秀提案者の選定は、二段階審査方式で行う。 

（２）審査主体 

（仮称）朝霞市福祉等複合施設工事設計業務プロポーザル審査委員会（以下「審査委員

会」という。）において審査及び評価を行う。 

（３）一次審査 

   参加表明書等の内容について書類審査・評価を行い、上位５者まで選定する。 

（４）二次審査 

一次審査で選定された者について、技術提案書等の内容とヒアリングによる審査委員

会の評価を踏まえ、最優秀提案者１者及び優秀提案者（次点者）１者を選定する。 

   なお、一次審査における審査結果は、二次審査の評価項目の１つとする。 

（５）次点者の繰上げ 

   最優秀提案者等が契約締結を行わない場合に限り、同様の審査方法により、次点者の

繰上げを行う。 

（６）その他 

   審査委員会の委員については、プレゼンテーション実施日に公開する。 

 

５ 参加資格及び条件 

（１）参加資格 

本公募型プロポーザルに参加できる者は、基準日（令和６年４月１日）において、次に

掲げるすべてを満たしている単体企業とする。 

  ア 令和５・６年度朝霞市競争入札参加資格名簿に設計・調査・測量業務のうち建築関

係建設コンサルタント（細目：事務所及び庁舎）の業種で登録がある者。 

  イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

こと。 

  ウ 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定に基づく一級建築士事務所
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の登録を行っていること。 

  エ 建築士法第１０条第１項に規定する懲戒の処分を受けていないこと。 

オ 朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けて

いない者又は埼玉県から入札参加停止の措置を受けていない者及び朝霞市の締結する

契約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく指名除外措置を受けていない者であ

ること。 

カ 主要取引先からの取引停止の事実がなく、経営状況が不健全でない者であること。 

キ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをしていない者若しくは更生手続開始の

決定がされた者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しく

は再生手続開始の決定がされた者であること。 

（２）参加条件 

上記（１）の参加資格を満たしていることのほか、提出者は、平成１６年（２００４年）

４月以降に元請として日本国内で実施設計を完了した建築工事（新築、増築、改築）で、

延べ面積１，０００㎡以上（増築の場合は増築面積）の国、県又は地方公共団体が発注し

た公共施設の建築設計業務受託実績を有する者であること。 

※これらに該当するか否かについて書類審査にて質疑確認等は行わないので、自身の

責任において判断すること。 

   

６ 実施スケジュール 

区分 内  容 日  程 

一
次
審
査 

参
加
表
明
書
等
提
出 

実施要領等の公表・配布 
令和６年３月２７日（水）から 

令和６年４月１２日（金）正午まで 

参加表明書等提出に関する

質問書の受付期間 

令和６年３月２７日（水）から 

令和６年４月 ５日（金）正午まで 

質問書に対する回答 令和６年４月１０日（水）までにＨＰへ掲載 

参加表明書等の提出期間 
令和６年４月 ８日（月）から 

令和６年４月１２日（金）正午まで 

一次審査期間 令和６年４月１７日（水）まで 

一次審査結果の公表・通知 令和６年４月２２日（月）までに発送 

二
次
審
査 

技
術
提
案
書
等
提
出 

技術提案書等に関する質問

書の受付期間 

令和６年４月２２日（月）から 

令和６年５月 ２日（木）正午まで 

質問書に対する回答 令和６年５月 ９日（木）までにＨＰへ掲載 

技術提案書等の提出期間 令和６年５月 ７日（火）から 

令和６年５月１５日（水）正午まで 

二次審査（プレゼンテーショ

ン・ヒアリングの実施） 
令和６年５月２７日（月） 
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二次審査結果の公表・通知 令和６年５月３１日（金）までに発送 

契約締結 令和６年６月初旬頃 

 ※参加表明書等及び技術提案書等の提出を窓口に持参する場合の受付時間は、土曜日、日

曜日及び祝日を除く午前９時００分～午後５時までとする。ただし、最終日の受付は、

正午までとする。 

 

７ 配置予定技術者の条件 

   配置予定技術者は令和６年４月１日時点で、当該事務所若しくは再委託先の協力事務

所と直接的かつ恒常的に３か月以上の雇用関係を有しており、下記の条件を満たすもの

各１名（一部兼務可）とする。 

  ただし、業務の一部を再委託する場合は、再委託先の協力事務所が本要領「５ 参加

資格及び条件」の（１）参加資格のイ、オ及びキを満たすこと。 

（１）管理技術者 

  ア 一級建築士であること。 

  イ 提出者の組織に所属していること。 

  ウ 建築（意匠）主任技術者のみを兼務することができる。 

（２）建築（意匠）主任技術者 

  ア 一級建築士であること。 

  イ 提出者の組織に所属していること。 

ウ 管理技術者と兼務することはできるが、他の分担業務分野の主任担当技術者を兼任

していないこと。 

（３）建築（構造）主任技術者 

  ア 一級建築士であること。 

  イ 協力事務所に再委託することができる。 

ウ 建築（意匠）主任技術者を除いて、他の分担業務分野の主任担当技術者と兼任するこ

とができる。 

（４）電気設備主任技術者 

  ア 一級建築士又は建築設備士であること。 

  イ 協力事務所に再委託することができる。 

ウ 建築（意匠）主任技術者を除いて、他の分担業務分野の主任担当技術者と兼任するこ

とができる。 

（５）機械設備主任技術者 

  ア 一級建築士又は建築設備士であること。 

  イ 協力事務所に再委託することができる。 

ウ 建築（意匠）主任技術者を除いて、他の分担業務分野の主任担当技術者と兼任するこ

とができる。 
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 ※管理技術者とは、朝霞市建築設計業務委託契約約款（令和３年４月１日施行）第１５

条の定義による。 

 ※主任技術者とは、管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する役

割を担う者をいう。 

 ※建物の高さが１３ｍを超えることもあるため必要な体制をとること。 

  ※分担業務分野の分類は、次表による。 

 

分担業務分野 業務内容 

建築（意匠） 平成３１年国土交通省告示第９８号別添一第１項第一号にお

いて示される「設計の種類」における「総合」 

建築（構造） 同上「構造」 

電気設備 同上「設備」のうち、「電気設備」に係るもの 

機械設備 同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気設備」及び

「昇降機等」に係るもの 

     

※契約締結後、管理技術者及び配置を求める各分担業務担当主任技術者の他に、照査技

術者（特記仕様書の「２．業務の実施」の「（６）照査技術者」の定義による。）を配置

するものとする。 

 

８ 実施要領等の配布 

（１）配布資料 

  ・（仮称）朝霞市福祉等複合施設建設工事設計業務委託に関する公募型プロポーザル実施要領 

・（仮称）朝霞市福祉等複合施設建設工事設計業務委託特記仕様書 

・（仮称）朝霞市福祉等複合施設建設工事設計業務委託に関する公募型プロポーザル審査要領 

  ・朝霞市建築設計業務委託契約約款 

・（仮称）朝霞市福祉等複合施設基本構想（令和５年１１月） 

  ・（仮称）朝霞市福祉等複合施設基本計画（令和６年１月） 

（２）配布方法 

   朝霞市ホームページからダウンロードすること。  

   （https://www.city.asaka.lg.jp） 

（３）配布期間 

   配布期間は「６ 実施スケジュール」を参照すること。 

 

  

https://www.city.asaka.lg.jp/
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９ 担当課 

 朝霞市 福祉部 福祉相談課 

  〒３５１－８５０１ 埼玉県朝霞市本町一丁目１番１号 

  ＴＥＬ：０４８－４６３－１１１１（代表）内線２６５４・２６５７ 

０４８－４６３－１５９４（直通） 

 ＦＡＸ：０４８－４６３－１０２５ 

  Ｅ-mail：fukusi@city.asaka.lg.jp 

 

１０ 参加表明書等の提出及び評価基準（一次審査） 

（１）提出書類 

   次に掲げる書類を各必要部数提出してください。 

提出書類 様式等 提出部数 

ア 参加表明書 様式１ １部 

イ 設計事務所の概要 様式２ 正１部 

副３部 

（複写可） 

※様式２～５を

１組として、左

上部１か所をホ

チキス等で綴じ

提出すること。

（表紙は不要） 

ウ 設計事務所の業務実績 様式３ 

エ 技術者の経歴等 様式４ 

・管理技術者・主任技術者（建築意匠） －Ａ 

・主任技術者（建築構造・電気設備・機械設備） －Ｂ 

オ 協力事務所（再委託がある場合） 様式５ 

添付資料 

・「保有資格（実績・資格）を証するもの」の写し 

・健康保険被保険者証等雇用関係が確認できるものの

写し 

・上記資料のほか、市が必要とし、求める資料 

 各１部 

（２）提出方法 

  ア 提出方法 

    提出書類は提出先まで持参又は郵送とする。 

郵送による場合は、配達証明付書留郵便とし、提出期限までに必着とする。 

  イ 提出期限 

    提出期限は「６ 実施スケジュール」を参照すること。 

  ウ 提出先 

    朝霞市福祉部福祉相談課（朝霞市役所１階１５番窓口） 

    郵送先は「９ 担当課」を参照すること。 

mailto:fukusi@city.asaka.lg.jp
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  エ 提出書類の受領確認 

    持参の場合は、受領時に参加表明書（様式１）に朝霞市福祉相談課の収受印を押印

し、その写しを交付する。 

郵送の場合は、配達証明付書留郵便により提出者が確認すること。 

（３）提出書類の記入上の留意事項 

  ア 参加表明書（様式１） 

代表者印を押印の上、提出すること。 

  イ 設計事務所の概要（様式２） 

    複数の資格を有する職員については、いずれか一つの資格保有者として記載するこ

と。 

  ウ 設計事務所の業務実績（様式３） 

    別添「一次審査評価基準」を理解した上で、対象業務・期間・数の範囲内の実績を記

入すること。 

また、記載した業務については、契約書（鑑）の写し、業務の完了が確認できる資料

の写し、施設の概要が確認できる図面等の書類を提出すること。 

エ 技術者の経歴等（様式４－Ａ、Ｂ） 

  「７ 配置予定技術者の条件」と別添「一次審査評価基準」を理解した上で、記入す

ること。 

また、雇用関係が確認できる健康保険被保険者証等の写し、記載した保有資格を証す

るものの写しを提出すること。 

  オ 協力事務所の概要（様式５） 

    再委託がある場合は、協力事務所の概要を記入し、提出すること。 

（４）参加表明書等に関する質問の受付及び回答 

   質問は参加表明書等の作成及び提出に関する事項に限るものとし、次のとおりをする。 

   なお、特記仕様書に関する質問については、二次審査に際して実施する。 

  ア 質問の方法 

    質問は、質問書（様式６）に記入し、電子メールによる提出とする。電子メールの件

名は「（仮称）朝霞市福祉等複合施設建設工事設計業務委託に関する公募型プロポーザ

ル質問書」として送付すること。（電子メールの容量は、２ＭＢ以内とする。） 

 なお、誤送信等防止のため、メール送信後に担当課までご連絡ください。 

  イ 受付期限 

    受付期限は「６ 実施スケジュール」を参照すること。 

  ウ 提出先 

    朝霞市福祉部福祉相談課宛 

    送信先は「９ 担当課」を参照すること。 

  エ 質問に対する回答 

    質問に対する回答は、質問回答書として一括してとりまとめ、市ホームページに掲
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載する。なお、質問回答書は、本実施要領の追加又は修正として、本実施要領と同様に

扱うものとする。 

    なお、質問に対する回答期限は、「６ 実施スケジュール」を参照すること。 

（５）審査 

   別添の「（仮称）朝霞市福祉等複合施設建設工事設計業務委託に関する公募型プロポー

ザル審査要領」（以下「審査要領」という。）による 。 

 

１１ 技術提案書等の提出及び評価基準（二次審査） 

（１）提出書類 

   技術提案書等の提出者は、一次審査で選定された者とし、次に掲げる書類を各必要部

数提出してください。 

提出書類 様式等 提出部数 

ア 技術提案書 様式７ １部 

イ 業務実施方針 様式自由 

ただし、Ａ３サイズ

横長片面で１枚 

正 １部（企業名有り） 

副１２部（企業名なし） 

※イ～エを１組として、左

上部１か所をホチキス等で

綴じ提出すること。（表紙は

不要） 

※カラー印刷とすること。 

ウ 評価テーマに対する技術提案 

（テーマは（３）参照） 

様式自由 

ただし、全体でＡ３

サイズ横長片面３

枚以内 

エ 業務参考見積書 様式自由 

ただし、Ａ４サイズ 
正 １部（企業名有り） 

（２）提出方法 

ア 提出方法 

    提出書類は提出先まで持参又は郵送とする。 

郵送による場合は、配達証明付書留郵便とし、提出期限までに必着とする。 

  イ 提出期限 

    提出期限は、「６ 実施スケジュール」を参照すること。 

  ウ 提出先 

    朝霞市福祉部福祉相談課（朝霞市役所１階１５番窓口） 

    郵送先は「９ 担当課」を参照すること。 

  エ 提出書類の受領確認 

    持参の場合は、受領時に技術提案書（様式７）に朝霞市福祉相談課の収受印を押印

し、その写しを交付する。 

郵送の場合は、配達証明付書留郵便により提出者が確認すること。 
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（３）評価テーマ 

ⅰ）公共施設の長寿命化とライフサイクルコストの削減、環境対策を総合的に考慮し

た当該施設整備の考え方について提案してください。 

ⅱ）福祉等複合施設であることを念頭においたユニバーサルデザイン・バリアフリー

化について提案してください。 

ⅲ）まちなかの交流やにぎわいづくりに向けた交流スペースの創出やオープンスペー

ス（テラス）との一体的な利用方法など、朝霞台・北朝霞駅周辺の地域活性化にもつ

ながる魅力的な場の創出について提案してください。 

（４）提出書類の記入上の留意事項 

  ア 技術提案書（様式７） 

代表者印を押印の上、提出すること。 

  イ 業務実施方針（様式自由。Ａ３サイズ横長片面で１枚） 

    業務の実施方針として、取組体制、設計チームの特徴及び特に重視する設計上の配

慮事項等について設計工程計画を踏まえて簡潔に記載すること。 

  ウ 評価テーマに対する技術提案（様式自由。全体でＡ３サイズ横長片面３枚以内） 

    技術提案書等は、評価テーマについて文章にて明確に表現（文字の大きさは１０．

５ポイント以上）することを基本とし、提案にあたり視覚的表現による補足が適当と

考えられる内容については、その内容を表すのに相応しい適切なイメージ図等による

表現を認める。（技術提案における視覚的表現の許容範囲については、国土交通省大臣

官房官庁営繕部整備課のホームページに掲載されている「建築設計業務委託の進め方

（平成３０年５月）」本文のＰ４９～５３に準ずる。） 

また、作成に当たっては、基本計画のほか、本市の地域特性や周辺環境との調和等を

十分考慮した上で検討、提案すること。 

なお、提出者を特定することが可能となる記述は避けること。 

  エ 業務参考見積書（様式自由。Ａ４サイズ） 

    本業務に係る見積金額（消費税及び地方消費税を含まない。）及び各年度の内訳額を

記載し提出すること。なお、これとは別に消費税及び地方消費税を含む額（税率１０％）

も併せて記載すること。 

（５）技術提案書等及び特記仕様書に関する質問の受付及び回答 

  ア 質問の方法 

    質問は、質問書（様式６）に記入し、電子メールによる提出とする。電子メールの件

名は「（仮称）朝霞市福祉等複合施設建設工事基本設計業務委託に関する公募型プロポ

ーザル質問書」として送付すること。（電子メールの容量は、２ＭＢ以内とする。） 

 なお、誤送信等防止のため、メール送信後に担当課までご連絡ください。 

  イ 受付期限「６ 実施スケジュール」を参照すること。 

  ウ 提出先 

    朝霞市福祉部福祉相談課宛 
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    送信先は「９ 担当課」を参照すること。 

  エ 質問に対する回答 

    質問に対する回答は、質問回答書として一括してとりまとめ、市ホームページに掲

載する。なお、質問回答書は、本実施要領の追加又は修正として、本実施要領と同様に

扱うものをする。 

    なお、質問に対する回答期限は「６ 実施スケジュール」を参照すること。 

（６）プレゼンテーション等及び審査 

   別添の「審査要領」及び「６ 実施スケジュール」に従いプレゼンテーション等を実

施し、最優秀提案者及び次点者を選定する。なお、会場、開始時間等については、一次

審査後に別途通知する。 

    

１２ 審査及び評価結果の公表及び通知 

（１）参加表明書等の提出者が１者であったとしても、一次審査及び二次審査を行う。 

（２）一次審査については参加表明書等を提出した全ての参加者に、二次審査については技

術提案書等を提出した全ての参加者に対し、書面にて結果を通知する。 

（３）一次審査及び二次審査の結果は、本プロポーザル手続き完了後に朝霞市のホームペー

ジで公表する。 

 

１３ 失格 

 次の条件のいずれかに該当する場合には失格となることがある。 

（１）提出書類等が本要領の提出方法に適合しない場合 

（２）提出書類等が本要領に示された条件に適合しない場合 

（３）虚偽の内容が記入されている場合 

（４）その他、本要領に違反すると認められた場合 

（５）審査委員会委員に不当な働きかけをした場合 

（６）審査の公平さに影響を与える行為があったと認められる場合 

（７）本要領「５ 参加資格及び条件」及び「７ 業務実施上の条件」を満たさなくなった場合 

 

１４ その他 

（１）辞退について 

   技術提案書等の提出者に選定された者が、技術提案書等の提出を辞退する場合は、書

面（書式自由。ただし、Ａ４判とする。）により、技術提案書等の提出期日までに本要領

「９ 担当課」まで、持参又は郵送すること。なお、辞退した場合でも、これを理由とし

て以後の業務発注等に不利益な扱いを受けることはない。 

（２）本公募型プロポーザルに係る書類の作成及び提出に係る費用並びにプレゼンテーショ

ン・ヒアリング審査への参加費用は、すべて提出者の負担とする。 

（３）提出書類の不備・不足については、市から指示のあった場合に限り、指示された翌営
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業日までに提出すること。なお、その後の提出書類の差替え及び再提出は原則として認

めない。また、本業務の実施にあたっては、提出書類に記入した配置予定の管理技術者

及び主任技術者を原則として変更することはできない。ただし、傷病、死亡、退職等の

やむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの承諾を市か

ら得るものをする。 

（４）提出書類の取扱い 

  ア 提出書類は全て返却しない。 

  イ 提出書類は、本公募型プロポーザル審査を行う作業に必要な場合、市議会等への説

明としての使用及び本公募型プロポーザルに関する記録とする場合を除き、提出者に

無断で使用及び複製しないものとする。 

ウ 市は、提出された参加表明書等及び技術提案書等について、朝霞市情報公開条例（平

成１３年条例第２５号）の規定による請求に基づき、第三者に開示することができる

ものとする。 

  エ 市は、契約締結に至った参加者の提出書類のうち必要と認めるものについては、市

のホームページ等において公開できるものとする。この場合において、市から求めが

ある場合には、参加者は当該資料の電子データを提供するものとする。 

（５）工事受注資格の喪失 

  ア 本業務を受注した者（その者が本業務の遂行に当たって協力を得ようとする者を含

む。）は、本業務に係る工事の入札に参加し、又は当該工事を請負うことはできない。 

  イ 本業務を受注した者（その者が本業務の遂行に当たって協力を得ようとする者を含

む。）と建設業者との間に次の掲げる事実が認められる場合は、当該建設業者は本業務

に係る工事の入札に参加し、又は当該工事を請負うことはできない。 

   （ⅰ）一方が他方に出資していること。 

   （ⅱ）一方の代表取締役が他方の取締役を兼ねていること。 

（６）審査結果に関する問合せ及び異議申し立ては、一切受付けないものとする。 


